
議案第５３号

向日市水道事業給水管理条例等の一部改正について

向日市水道事業給水管理条例等の一部を改正する条例を制定す

る。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２５年１１月２７日提出

向日市長 久 嶋 務
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条例第 号

向日市水道事業給水管理条例等の一部を改正する条例

（向日市水道事業給水管理条例の一部改正）

第１条 向日市水道事業給水管理条例（平成１０年条例第８号）の

一部を次のように改正する。

第１０条第４項中「１００分の１０５を乗じて得た」を「消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金

額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額（以下「消費税

額」という。）及び消費税額に地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）に基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額（こ

の金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金

額）に相当する額（以下「消費税等相当額」という。）を加え

た」に改める。

第２８条中「１００分の１０５を乗じて得た」を「消費税等相

当額を加えた」に改め、同条後段を削る。

（向日市水道新規給水加入金条例の一部改正）

第２条 向日市水道新規給水加入金条例（昭和４３年条例第１６

号）の一部を次のように改正する。

第３条中「１００分の１０５を乗じて得た」を「消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法

に基づく消費税の税率を乗じて得た金額（以下「消費税額」とい

う。）及び消費税額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に

基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額（この金額に
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１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）に相

当する額を加えた」に改める。

（向日市公共下水道使用料条例の一部改正）

第３条 向日市公共下水道使用料条例（昭和５４年条例第１５号）

の一部を次のように改正する。

第６条中「１００分の１０５を乗じて得た」を「消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に同法

に基づく消費税の税率を乗じて得た金額（以下「消費税額」とい

う。）及び消費税額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に

基づく地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額（この金額に

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）に相

当する額を加えた」に改め、同条後段を削る。

附 則

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。



- 1 -

〈参 考〉

向日市水道事業給水管理条例の一部改正（第１条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（工事費の算出方法） （工事費の算出方法）

第１０条 略 第１０条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 前３項に規定する工事費は、それぞれ算出された額に ４ 前３項に規定する工事費は、それぞれ算出された額に

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税 １００分の１０５を乗じて得た

が課される金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得

た金額（以下「消費税額」という。）及び消費税額に地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく地方消費

税の税率を乗じて得た金額の合計額（この金額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）に

相当する額（以下「消費税等相当額」という。）を加え

た額とする。 額とする。

５ 略 ５ 略

（１月の料金の額） （１月の料金の額）

第２８条 １月の料金の額は、次の各号に掲げる区分に応 第２８条 １月の料金の額は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に掲げる算定方法により得た額に消費税等 じ、当該各号に掲げる算定方法により得た額に１００分

相当額を加えた 額とする。 の１０５を乗じて得た額とする。この場合において、１

円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略
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向日市水道新規給水加入金条例の一部改正（第２条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（加入金の額） （加入金の額）

第３条 加入金の額は、次に掲げる額に消費税法（昭和６ 第３条 加入金の額は、次に掲げる額に１００分の１０５

３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金額に を乗じて得た

同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額（以下「消

費税額」という。）及び消費税額に地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）に基づく地方消費税の税率を乗じて

得た金額の合計額（この金額に１円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てた金額）に相当する額を加え

た額とする。 額とする。

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略

向日市公共下水道使用料条例の一部改正（第３条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（使用料の算定方法） （使用料の算定方法）

第６条 使用料の額は、次の各号に掲げる汚水の区分に応 第６条 使用料の額は、次の各号に掲げる汚水の区分に応

じ、当該各号に掲げる算定方法により得た額に消費税法 じ、当該各号に掲げる算定方法により得た額に１００分

（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課され の１０５を乗じて得た

る金額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た金額

（以下「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）に基づく地方消費税の税

率を乗じて得た金額の合計額（この金額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた金額）に相当す

る額を加えた額とする。 額とする。この場合において、当該額に１

円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略


